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（答申第４０号） 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   岐阜県教育委員会（以下「実施機関」という。）が行ったいじめ防止対策委

員会への提出資料等に係る個人情報部分開示決定において、異議申立人が開示

を求める情報を実施機関が非開示としたことは、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要   

１ 個人情報開示請求 

異議申立人は、岐阜県個人情報保護条例（平成１０年岐阜県条例第２１号。

以下「条例」という。）第１６条第１項の規定に基づき、平成２８年２月１３

日付けで、異議申立人の娘である○○○○（以下「本人」という。）の訴えた

いじめの被害に関して、○○○○高等学校（以下「学校」という。）において

平成○○年○○月○○日に開催された「いじめ防止対策委員会（以下「委員会」

という。）」に提出された学校の調査結果及び議事録その他添付資料一切につ

いて個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

なお、本件開示請求は、未成年者である本人に代わり、母親が法定代理人と

して行ったものである。 

２ 実施機関の決定 

   実施機関は、平成○○年○○月○○日に開催された委員会の「配付資料」及

び「議事録」を対象公文書として特定した上で、開示請求者以外の生徒の氏名、

クラス及び学年並びに開示請求者以外の生徒からの聞き取り内容が、条例第１

４条第２号又は第７号に該当するとして個人情報部分開示決定（以下「本件処

分」という。）を行い、平成２８年３月３１日付け○○第２７８号により異議申

立人に通知した。 

３ 異議申立て 

 異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）による改正前の行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条

の規定に基づき、平成２８年４月１９日付けで、実施機関に対して、異議申立

て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

 ４ 諮問 

実施機関は、条例第２４条第１項の規定に基づき、平成２８年４月２７日付

け学安第９７号で、本件異議申立てに対する決定について、岐阜県個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した。 

 

第３ 異議申立人の主張 

１ 異議申立ての趣旨 

本件処分を取り消し、「開示請求者以外の生徒又は○○部員からの聞き取り

内容」について、開示請求者以外の個人の氏名、クラス及び学年を除き、開示
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することを求めるものである。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての理由は、おおむね以下のとおりである。 

（１）いじめ防止対策推進法に基づく情報提供義務について 

本人は、学校の女子○○部顧問から定期券紛失の犯人であると決めつけら

れ、謝罪を強要された。また、長時間にわたり罵詈雑言を浴びせられ、身に

覚えのないことで部活動禁止の処分を受けた。さらに、女子○○部の他の部

員（以下「他の部員」という。）により食品紛失事件の犯人に仕立て上げら

れ、その後も他の部員から無視、暴言等のいじめを受けた。 

異議申立人らは、こうしたいじめの被害を学校に訴えたが、「いじめでは

ない。」と告げられたのみで、何の対策も執られず、本人に対するいじめが

なくなることはなかったため、学校からの退学を余儀なくされた。 

本人及び異議申立人には、本人に対するいじめ事件の真相を知る権利があ

る。また、実施機関及び委員会は、いじめ防止対策推進法（以下「防止法」

という。）といじめの防止等のための基本的な方針（以下「基本方針」とい

う。）に基づき、本人に対するいじめ事件の調査過程と調査結果の全容につ

いて、すべての資料を開示して、異議申立人らに説明すべき義務を負う。 

（２）条例第１４条第２号該当性について 

個人の氏名、学年及びクラスを非開示とすれば、開示請求者以外の生徒又

は○○部員からの聞き取り内容から特定の個人は識別されず、聞き取り内容

が開示されることにより、開示請求者以外の個人の権利を害するおそれは、

全くない。 

また、非開示とされた情報は、本人に対するいじめ事件の真相を知る権利

に資するものであり、今後、平穏な生活をするため、かつ、更なるいじめに

遭わないために必要な情報である。 

したがって、仮に個人識別情報又は個人の権利利益を害する情報であった

としても、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示すること

が必要」な情報であるから、条例第１４条第２号ただし書ハに該当する。 

（３）条例第１４条第７号該当性について 

開示請求者以外の生徒又は○○部員からの聞き取り内容が、個人の氏名、

クラス、学年とともに開示されれば、個人が特定しうるから、将来、同種の

聞き取り調査を行う際に対象者が聞き取りに応じなくなるおそれがあると

は言えても、個人の氏名、クラス及び学年を除く、発言内容の開示により、

将来、同種の聞き取り調査ができなくなるおそれはない。 

    また、本件請求は情報公開請求でなく、個人情報開示請求であり、本件対

象公文書が請求人に開示されても、今後、同種の聞き取り調査を行う際に正

確な事実の把握ができなくなるなどのおそれはない。 

 （４）その他の主張について 

別件訴訟（○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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以下同じ。）において、県は本件対象公文書作成の基となった、手書きのア

ンケート用紙を証拠として提出しており、本件処分において非開示とされた

情報は、国民に公開されている。 

 

第４ 実施機関の主張 

１ 趣旨 

  本件異議申立てを認容しない旨の答申を求める。 

２ 本件処分の理由 

実施機関が主張する本件処分の理由は、おおむね以下のとおりである。 

（１）防止法に基づく情報提供義務について 

   本件事案においては、異議申立人らからのいじめの訴えを受け、質問票の

使用や複数回の聞き取りによる調査を行う等、防止法に基づく必要な調査を

行ったが、本人に対するいじめの事実は確認されず、逆に調査においては、

他の部員から本人の言動で傷付き、つらい思いをしているという回答が多く

寄せられた。 

その後、保護者の更なる申し出を受けて、弁護士、臨床心理士等、外部の

専門家を含む委員会においても、本人に対するいじめについて協議したが、

「いじめと判断するに足る事実は認められない。」との結論であった。 

本人に対するいじめの事実は認められなかったため、実施機関が防止法に

基づく保護者への情報提供義務を負うものではない。 

   なお、国や実施機関における基本方針において、防止法第２８条の重大事

態の場合であっても、保護者等への情報提供に当たっては「他の児童生徒の

プライバシー保護に配慮する」ことが定められており、本件事案においても

防止法上の義務を負うものではないが、実施機関としては、調査結果や委員

会の開催結果について、他の部員のプライバシー保護に配慮しながら、保護

者に説明してきたものである。 

（２）条例第１４条第２号該当性について 

    女子○○部は１６名という小集団であり、普段から互いの会話や行動につ

いて把握しやすい環境で活動している。また、聞き取り内容には、特定の部

員にしか答えられない情報が多く含まれており、このような情報は、氏名等

を非開示にしたとしても、特定の個人を識別することができるものに該当す

る。 

また、聞き取り内容は、本人の言動で傷付き、つらい思いをしているとい

う他の部員の行動や内心を含む情報であり、これらは他者に開示しないこと

を前提に、他の部員が教員を信じて、自らの内心を素直に表現したものであ

る。実際に他の部員やその保護者は、回答内容を本人や異議申立人に知られ

ることに対して強い不安を訴えており、開示された場合には、他の部員の心

身に更なる苦痛を与えるおそれがある。 

（３）条例第１４条第７号該当性について 

   聞き取り内容は、個人の氏名、クラス及び学年を非開示にしたとしても、
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本人以外の特定の個人を識別することができる情報であり、開示した場合に

他の部員の権利利益を害するおそれのある情報である。 

本件事案に係る聞き取り調査（以下「本件聞き取り調査」という。）は、

他者に安易に漏らすことのないよう、十分配慮した上で行ったものであり、

協力した部員は、聞き取り内容が開示されるとの前提で回答したものではな

い。 

そのため、関係者に対してであっても、開示されれば、教員と生徒の信頼

関係が壊れ、今後、学校における同種の聞き取り調査に際し、本当のことを

話すのを躊躇し、事実の一部しか答えなくなる等、調査に支障が生じ、いじ

め等の問題に関する事実関係の把握に著しい支障を及ぼすおそれがある。 

（４）異議申立人の主張について 

別件訴訟における証拠提出は、県として、本人に対するいじめの事実が確

認されていないことを主張立証していくために、本件処分の後に提出したも

のであることから、本件処分には影響しない。 

なお、提出に当たっては、学校において説明会を開催し、個人の氏名等に

ついて可能な限り伏せるという条件で、すべての部員及びその保護者から了

承を得ている。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 対象公文書について 

実施機関は、本件請求に係る個人情報が記載された公文書として、平成○○

年○○月○○日に開催された委員会の「配付資料」及び「議事録」を特定した。 

２ 本件処分の妥当性について  

 （１）防止法に基づき実施機関が情報提供義務を負う旨の主張について 

 異議申立人は、防止法に基づき、実施機関が異議申立人らに対する情報提

供義務を負う旨主張する。 

   他方、実施機関は、本件事案においては異議申立人らからの訴えを受け、

防止法に基づく必要な調査を行った結果、いじめの事実は確認されなかった

ことから、同法に基づく情報提供義務を負うものではない旨主張する。 

この点について、審査会が実施機関から説明を受け、対象公文書を見分し

たところによれば、実施機関は、生徒指導部の教諭が平成○○年○○月○○

日及び○○日に女子○○部の本人を除く部員全員を対象として調査を行うな

ど、異議申立人らからいじめの訴えがあった○○月○○日以降、質問票の使

用を含む複数回の調査を行う等の措置を講じている。これらの調査結果等を

踏まえ、○○月○○日のほか、○○月○○日及び翌年○○月○○日にも開催

された弁護士、臨床心理士等、外部の専門家を含む委員会において、「いじ

めと判断するに足る事実は認められない。」との結論が出されていることが

認められる。 

   こうした事情の下においては、異議申立人のいうような防止法に基づく情

報提供義務を、実施機関が負っているとまでは認められない。 
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   したがって、審査会は、本件処分において非開示とされた情報が、条例第

１４条各号の非開示事由に該当するかどうかについて、以下条例の規定に照

らし、判断する。 

なお、異議申立人は非開示とされた部分のうち、開示請求者以外の生徒の

氏名、学年及びクラスについては開示を求めていないことから、この点を踏

まえて判断する。 

（２）開示請求者以外の個人情報（条例第１４条第２号）について 

ア 条例第１４条第２号の趣旨 

条例第１４条第２号は、「開示請求者以外の個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者以

外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開

示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することに

より、なお開示請求者以外の個人の権利を害するおそれがあるもの」を非

開示情報と規定し、ただし書ハにおいて、「人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報」につい

ては、非開示情報から除外すると規定している。 

同号の趣旨は、開示請求者以外の個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立

場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため、特定の個人を識別

することができる情報については、非開示とすることを定めたものである。 

また、「特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、

なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、

特定の個人を識別されない情報であって、開示することにより、人格的・

財産的な権利利益等の個人の権利利益を害するおそれがあるものをいい、 

例えば、カルテ、反省文、未発表の著作物などがこれに該当する。 

これらは、内容によっては、個人の人格と密接に関連し、開示した場合

には個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものがあるこ

とから、仮に特定の個人が識別できない場合であっても、開示することに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるとして、非開示とするこ

とを定めたものである。 

さらに、同号ただし書ハとして、開示請求者以外の個人に関する情報に

ついて、非開示にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利

利益よりも、開示請求者を含む人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ことの必要性が上回るときには、当該情報を非開示情報から除外すること

を定めている。 

イ 条例第１４条第２号該当性 

     審査会が対象公文書を見分し、実施機関から聴取したところによれば、

本件開示請求に係る女子○○部は部員数１６人の小集団であり、互いの会

話や行動について把握しやすい環境で活動しているとのことであり、聞き
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取り内容には、本人と特定の部員が２人で行動していた際の発言等、特定

の部員にしか回答できない内容が含まれていることから、氏名等を非開示

としたとしても、その一部は、特定の個人を識別することができる情報に

該当すると認められる。また、本件聞き取り調査は、教員との信頼関係の

下で、他者に開示しないことを前提にして行ったものであり、聞き取り内

容は、全体として、他の部員が部活動内の人間関係について、自らの認識

や心情を率直に表現したものであると認められ、これらの情報が、当該部

員の意に反して開示された場合には、当該部員に精神的な苦痛を与えるお

それがあると認められる。 

     なお、異議申立人は、聞き取り内容が条例第１４条第２号ただし書ハに

該当し、開示することが必要な情報である旨主張するが、聞き取り内容に

本人が他の部員からいじめを受けていたという情報は含まれておらず、当

該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが

必要な情報であるとは認められない。 

したがって、聞き取り内容は、条例第１４条第２号の非開示情報に該当

する。 

（３）事務事業情報（条例第１４条第７号）について 

ア 条例第１４条第７号の趣旨 

条例第１４条第７号は、県の機関又は国等が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものなどにつ

いて、非開示とすることを定めたものである。 

イ 条例第１４条第７号の該当性 

前記（２）イのとおり、本件聞き取り調査は、他者に開示しないことを

前提に行ったものであり、聞き取り内容は、これらが開示された場合に個

人の権利利益を害するおそれがある情報である。 

これらが開示された場合には、今後、学校における生徒を対象とした同

種の調査に際して、生徒が事実等を回答するに当たり、開示に支障のない

範囲内での回答にとどめる等、事実関係の調査に係る事務の遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって、聞き取り内容は、条例第１４条第７号の非開示情報にも該

当する。 

（４）異議申立人のその余の主張について 

異議申立人は、別件訴訟において、聞き取り内容と同様の情報が県により

証拠として提出されたから、聞き取り内容は開示すべきである旨主張する。 

しかし、審査会が実施機関に確認したところによれば、別件訴訟における

証拠提出は、訴訟上の主張立証の必要性から、本件処分後に他の部員とその

保護者の同意を得て行ったというものであった。 

審査会が、本件処分の妥当性について判断するに当たっては、処分時を基

準時として、対象公文書に記載されている情報が条例の非開示事由に該当す
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るかどうかを審査・判断するものであって、別件訴訟において本件処分後に

なされた証拠提出が、審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

３ 結論 

以上のとおり、本件処分で非開示とされた情報のうち、異議申立人が開示を

求める情報は、条例第１４条第２号及び第７号の非開示事由に該当すると認め

られる。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

      審査会は、本件諮問事案について、以下のように審査を行った。 

 審   査   の   経   過 

平成28年４月27日 実施機関から諮問を受けた。 

平成28年６月16日 実施機関から部分開示決定理由説明書を受領した。 

平成28年６月20日 異議申立人に部分開示決定理由説明書を送付した。 

平成28年７月15日 異議申立人から７月14日付け意見書を受領した。 

平成28年７月19日 実施機関に７月14日付け意見書を送付した。 

平成28年11月10日 実施機関から11月10日付け意見書を受領した。 

平成28年12月５日 異議申立人に11月10日付け意見書を送付した。 

平成28年12月20日 異議申立人から12月19日付け意見書を受領した。 

平成28年12月28日 実施機関に12月19日付け意見書を送付した。 

平成29年１月27日

（第79回審査会） 
諮問事案の審議を行った。 

平成29年２月14日 異議申立人から2月13日付け補足意見書を受領した。 

平成29年２月16日

（第80回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 

異議申立人及び実施機関の口頭意見陳述を行った。 

平成29年3月23日

（第81回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 

 

 

（参考）  岐阜県個人情報保護審査会委員 

役 職 名 氏 名 職   業   等 備 考 

 川田 智子 行政書士  

会 長 栗山 知 弁護士  

 下條 芳明 朝日大学法学部教授  

 松浦 好子 岐阜県商工会女性部連合会副会長  

 和田 恵 弁護士  

                                                                 （五十音順） 


